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標題 令和７年度 第 7回 宝塚市行財政経営戦略本部会議 議事概要 

日時 令和 8年(2026年)1月 13日（火）13：00～14：40 

出席者 本部長：森市長 

副本部長：藤島副市長、吉田副市長 

本部員：赤井教育長、福永上下水道事業管理者、木田技監、藤本部長、綛谷部長、

藤田部長、中出部長、政処部長、江崎部長、数田危機管理監、佐伯部長、柳

田部長、古南部長、岡本部長、荻野消防長、津田議会事務局長、髙田部長、

藤川部長、番庄部長、下野上下水道局長、羽田部長、岡田部長（欠席：中村

部長） 

その他：企画経営部次長(総括担当、政策担当及び秘書・広報担当)、企画経営部次

長(財務・経営改革担当次長)、総務部次長（総括担当及び行政管理担当）、

総務部次長（経営改革担当）、企画経営部課長(政策推進担当)、財政課長、

業務改革推進課長、企画政策課係長、業務改革推進課係長 

 

 

議事 

概要 

 

〇経営改革担当部長 

12 月議会では関係各部に大変ご尽力、ご協力いただきありがとうございまし

た。本日の議題は資料のとおり。議題１について担当から説明する。 

 

■議題 1 手数料・使用料の改定について 

（1）今後のスケジュールについて 

近日中に手数料・使用料の改定に関する情報を市ホームページで公開するとと

もに、広報たからづか２月号でも当該情報に関する記事を掲載する予定としてい

る。ただし、紙面の掲載枠が限られることから、住民票発行手数料など主だったも

のを記載し、詳細は市ホームページに掲載する。 

２月から９月までが市民等に対する周知期間となるため、担当課においても利

用者等への周知を図っていただきたい。 

なお、２月に広報たからづかで取り上げた後、１０月まで何も触れないのは間隔

が開き過ぎることから、夏頃と直前の 9 月号を活用して、再周知する予定として

いる。 

 

指定管理施設の利用料金については、今回の条例改正により、条例上の上限額

を改定した。担当部には、指定管理者との協議のうえ、適切な周知期間の設定お

よび利用者への丁寧な周知をお願いする。 

なお、今月末頃には、指定管理者との協議状況や料金改定時期・改定予定額に

ついての庁内照会を発出し、2月 18日開催予定の戦略本部会議で共有する予定

としている。 

 

（2）公表資料について 

毎年、受益者負担適正化ガイドラインに基づく手数料・使用料の算定結果を市ホ

ームページで公開しているが、受益者負担の適正化に係る関係条例に対する決議

において、透明性の確保などを求められていることを踏まえ、今回から新たに原

価一覧資料を作成し、毎年公表している算定結果と合わせて公開する。 
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〇経営改革担当部長 

 各部局においても、附帯決議の趣旨を踏まえ、透明性の確保や説明責任などを

着実に講じるようしっかりと対応いただきたい。 

 

■意見 

⚫ (本部員)公表する資料の内容について、担当課との調整や共有を改めてお

願いする。また、資料02のP4（利用料金免除の対象年齢を60歳から65

歳に変更する施設）に、手塚治虫記念館も対象であることを含めておいて

欲しい。 

 

 

■議題 2 令和 7年度事業見直しに伴う今後の対応について 

 

〇経営改革担当部長 

事業見直しに伴う今後の対応として、現在、個別通知の封入封緘や電話対応に

ついての調整を行なっている。総務部長からの説明をお願いする。 

 

〇本部員 

個別通知の封入封緘や電話対応について、昨年 9 月頃から関係課による検討

や準備を進めており、本日から封入封緘作業を行なっている状況である。 

また、電話対応については、大会議室の一部にコールセンターを設置し、専用回

線を７台用意して対応することとしている。 

高齢福祉課をはじめ担当課は窓口や課代表電話への対応等に注力せざるを得

ないと思われるため、コールセンターの従事者は企画経営部や財務担当、総務部、

経営改革担当で人員体制を組んでいるが、例えば「私はどうなるのか」といった個

別の事情を踏まえた質問等を受けた場合は、担当課で対応してもらう必要がある

と考えている。 

今後も、国からの臨時交付金や国政選挙など、通常業務以外で対応する必要が

ある業務が発生することがある。各部局長から職員の労いなどをお願いする。 

 

 

■議題 3 今後の行財政改革について 

 

〇経営改革担当部長 

今年度は行財政経営行動計画（以下、「行動計画」という。）に掲げる決断が先送

りになっていた主な取組について、見直す決断をし、実行に移してきた。今後の行

財政改革はどのような方向性で進めていくのか、本部長からお話しいただく。 

 

〇本部長 

行財政改革のイメージを変えたいと思っている。行財政改革とはこれからの時

代に即した行財政経営の在り方に転換することであり、ただ単にコストを削減する

ことや事業を廃止するだけというものではない。収支均衡を図り、新たな政策の

実現や本当に必要な市民サービスを持続させるため、事業の在り方を変えること

や、将来に向けた投資を進めていくこともある。加えて、事業の進め方を変えるこ

とにより費用対効果を高めることもできる。 
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本日は、私が考える今後の行財政改革について本部員の皆さんと共有し、どの

ように進めていくことができるのか議論していきたい。 

 

【１ 幼児保育・学童保育】 

幼児保育と学童保育について一体的に進めていきたい。特に学童保育について

は、本市の待機児童数が全国でワースト２（付記：こども家庭庁による令和7年度12月公表値）

という状況である。昨年の議会でも多々ご指摘をいただいた。本件は優先度を高

めて、しっかりと検討を進めていく必要がある。 

 

【2 乳幼児・子どもに関する医療・保健】 

子ども医療費や乳幼児医療費にかかる助成制度に加えて、現在実施している各

種健診事業も含めて今後の在り方を見直していきたい。拡充と整理の両方の観点

から、包括的に改革を進めていきたい。 

 

【3 福祉】 

昨年から障碍福祉サービスの見直しにかかる検討を行なっており、今年も引き

続き取り組んでいく。併せて、売布地域に福祉の拠点づくりを進めていく必要があ

る。行財政改革の 1 つの柱に位置付けるかどうかは検討していく必要があると思

うが、障害福祉サービスの在り方の検討を進めていきたい。 

 

【4 水道】 

上下水道局が主となって進めていこうとする取組を市長部局も含めた全庁的

な行財政改革の一環として支援していきたい。 

 

【5 観光をイメージしたインフラ】 

ナチュール・スパや文化芸術センター（たからば）といった観光インフラがあるエ

リアでの賑わいづくりについて、手塚治虫氏生誕１００年に向けた取組と一体的に

進めていきたい。 

 

【6 交通】 

これまで、公共交通については議会でも度々取り上げられているが、公共交通

に限らず道路の在り方も含めて包括的に考えていく時期だと思っている。そのた

め、庁内議論のスピードを上げていきたい。私自身、現時点では明確な方向性を

持ち合わせていないものの、行財政改革の柱の１つに位置付けて進めていく。 

 

【7 教育】 

現在進めている国際バカロレア教育の導入に向けた取組に限らず、教育行政、

特に監査指摘事項についてどのように改善していくのかも含めて取り組んでいき

たい。市長部局と教育委員会は別組織だが、国際バカロレア教育の導入に向けた

取組を機に教育行政全体をどのようにしていくのか、行財政改革の柱の 1 つとし

て考えてもいいのではないかと思っている。 

 

【8 農と食と産業】 

産業文化部を中心に検討を始めている。現時点では明確な方向性が定まっては

いないが、行財政改革の柱の 1つとして考えていきたい。 
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【9 たからづかモデルを中心とした医療の在り方】 

今後建て替える市立病院を中心とした、医療・福祉・介護・保健に関する施設の

統合や連携に向けて引き続き取り組んでいく。 

また、先日の予算査定で議論した国保診療所の電子カルテの更新については、

施設単独での整備ではなく、一体的に整備した方が望ましいと思われる。このよう

なことをどのように位置付けるのかについては考える余地があると思うが、今ま

での行財政改革のコストカットではなく、新しい時代に即した在り方に変えていく

べきテーマだと思う。 

 

〇経営改革担当部長 

今後は行動計画に9つの柱を新たに追加することによって進捗確認していきた

いと考えている。本日はそれぞれの柱について担当部から現状報告等をお願いし

たい。 

 

【１ 幼児保育・学童保育】  

〇本部員 

本市の学童保育の待機児童数は全国ワースト２位の状況である。これまでも対

策を打ち、今年度に入ってからは教育委員会も含めて担当者レベルでの検討を重

ねているが、さらに進めるためにも、関係する部長の協力をお願いしたい。 

今まで実施してきた対応だけでなく、様々な視点から子どもの放課後の居場所

について検討を行ない、育成料の見直しを含めた対策パッケージを作成しようと

考えている。保護者に負担を求める部分と、市が取り組む部分を明確にして、市民

等に共有しながら進めていきたいと考えている。 

幼児保育における課題として、私立保育所運営助成金の助成額および助成内容

についての適正化を図る必要があると考えている。団体（付記：私立認可保育所に関する

協議会）とは今後協議を進めていく予定としている。 

 

〇経営改革担当部長 

受益者負担適正化についての 12 月議会でのやり取りを考えると、育成会の適

正化についても同様のことが想定されるため、丁寧な説明等をお願いしたい。 

 

〇本部員 

学童保育における費用負担に関する考え方について、保護者負担の適切な割合

が 2分の 1であることを前提に国の補助基準額が設定されている。そのことを踏

まえた見直しを考えている。本件も受益者負担適正化に関する関係条例の提出と

合わせて 12 月議会で提出することができれば良かったと思うが、ただ単に育成

料を値上げするというだけではなく、待機児童対策とのパッケージとして提案す

るようにしたい。 

 

【2 乳幼児・子どもに関する医療・保健】 

〇本部員 

子ども医療費については令和 6年 1月 1日から制度拡充し、中学校３年生まで

所得制限なしで無料、高校生は所得制限なしで入院のみ無料としている。制度拡

充に要した費用としては、令和 6年度、中学 3年生までの対応として約 2.26億

円、高校生分は約 600万円となっている。 

当制度は子育て世帯の負担軽減などに効果がある一方、過剰受診や高校生と
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中学生とのサービスの差、市の財政負担に課題があると考えている。県は平成 17

から 18 年あたりで制度改正したことも参考にしながら、今後、当制度をどのよう

に見直すべきか検討していきたいと考えている。  

 なお、前回の子ども医療費助成制度拡充に伴うシステム改修にはかなりの日数

を要したことから、今後、制度を見直す場合においても相当程度の日数が必要に

なるだろうと思われる。 

 

【3 福祉】 

〇本部員 

現在、国の機関と介護保険に関する分析を実証的に進めており、大学教授など

研究機関に本市の傾向や課題等を分析してもらおうと考えている。介護保険は国

が定める制度であることから、市が出来得る範囲での分析や見直しとする必要が

あると認識している。 

また、障害福祉サービスについては、特別支援学校や子ども発達支援センター、

医療助成課が所掌する範囲とも密接に関わっており、全体を見て、丁寧に進めて

いく必要があることから、時間を要すると思われる。 

特に障害福祉サービスは、国の制度に基づいて実施しているものが多く、市の

裁量でサービスを削減した場合、訴訟に至る可能性もあり、敗訴の確率も高いた

め、市の行財政改革の観点から検討すべき項目なのかについても議論が必要では

ないかと考える。  

 

〇本部長 

福祉は子ども医療費だけではなく、乳幼児健診や電子母子手帳、５歳児健診な

ど、私が課題認識を持っている事業が関わっている。市民交流部にもまたがる案

件もあるため、パッケージとして進めていきたい。 

また、国の制度ではあるが、その一歩先を宝塚市が進めるよう、障碍福祉サービ

スについても検討を進めたいと思っている。 

 

【4 水道】 

〇本部員 

現在、ビジョン（案）および経営戦略（案）についてパブリック・コメントを実施し

ており、令和 8年度からは当ビジョンなどに基づいて取り組んでいく。 

持続可能な経営を行なうためには利益を維持できる経営に転換する必要があ

ることから、４年ごとに適正な水道料金の検証を行なうこととしている。 

なお、市長部局との連携としては、今年度に「宝塚市上下水道事業の経営改革

に関する検討会」を設置している。今後も当検討会を活用して全庁的な方向性を

検討していきたい。 

 

〇本部員 

水道、下水道ともに、適正な水道料金の検証を今後 10 年間で２回行なう旨を

記載した内容でパブリック・コメントを実施している。黒字を維持できる経営に転

換するための検証であるが、検証結果を市民等に納得してもらえるようにするた

めには、局としても更なる経営努力が必要。そのため、ウォーターPPPによる官民

連携の取組やダウンサイジング、施設の統廃合による維持管理費の削減、AI など

新たな技術を用いた効率化などを積極的に進めていく必要があり、今後はこのあ

たりを具体的に示していく。 
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【5 観光をイメージしたインフラ】 

〇本部員 

ナチュール・スパの在り方については「市立温泉利用施設の今後の方向性につ

いて（以下、「在り方方針」という。）」を策定して取り組んできたが、在り方方針で

取り決めた建物譲渡を目的とした優先取組に賛同する民間事業者は現れなかっ

たなどの経緯を踏まえ、次回の都市経営会議で意見等をいただきたいと考えてい

る。 

一方の文化芸術センター（たからば）については、手塚治虫記念館と同様、宝塚

ホテル移転に伴う最寄駅からの動線の変化による影響を受けているという実情

はあるが、手塚治虫氏生誕 100 周年に関しては各方面から打診をいただいてい

るところである。 

 

【6 交通】 

〇本部員 

西谷地域における持続可能な公共交通の構築に向けて、本格運行を見据えた新

たな移動手段導入にかかる実証実験を来年度下半期に実施する予定としており、

今月７日には公募型プロポーザル方式による募集資料を公表している。 

また、シェアサイクルについては実証実験にかかる協定を締結する予定である。

加えて、新たな公共交通のあり方については、共創プラットフォームを構築する方

向でメンバー構成などを検討しているところである。 

実装に向けた事業手法の検討や公共交通計画の見直しなど、来年度以降、具体

的に取り組んでいく。 

 

【7 教育】 

〇本部員 

監査から指摘を受けた学校は改善するものの、他の学校で同様の不備が発生す

ることがあるため、実際に事務に携わる学校現場の事務職にもルール順守の徹底

などを浸透するように取り組んでいく。その方法として、学校現場の事務職で構成

する研究グループに、当事者としての改善策を考えていくように提案していきた

いと考えている。 

国際バカロレア教育の導入については、西谷地域から要望があり、地域で学習

会が行なわれている。また、昨日の対話ひろばには、西谷地域以外からも含めて５

８人もの来場者があったように、関心が高い。さらに、小・中学校の教員からは市

南部にも広げて欲しいとの話も出ていることから、市内全域の教員を対象とした

勉強会を立ち上げたいと考えている。 

今月 20日には総合教育会議もある。しっかりと議論を積み上げていきたい。 

 

〇本部員 

行財政改革の柱の 1 つとして教育が示された。一般的に、教育とは学校教育が

中心だと捉えられていると思うが、学校内だけではなく、生涯教育や学校外での

教育もある。 

時代に即するという観点では、従前からの関係性等の中で変わりなく続いてい

るものもあるため、見直すべきものについては見直していきたいと考えている。 

また、学校教育においては福祉的なことも多々あることから、教育委員会だけ

ではなく、保健福祉や医療関係など、市長部局の関係部署とも連携しながら、課題
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解決に向けて取り組んでいきたい。 

 

【8 農と食と産業】 

〇本部員 

南部市街地内にある生産緑地の指定が解除され、宅地転用が進み、市街地内の

農地面積は減少傾向にあることから、農地等を活用した新たな事業の誘致や、福

祉施策としての就労支援なども含めて模索しているところである。 

 

【9 たからづかモデルを中心とした医療の在り方】 

〇本部員 

庁内検討会と懇話会の両輪で議論を進めている。その内、検討会には 3 つの検

討項目（施設統合、市立病院の役割、施設間のネットワーク構築）ごとに関係部署

で構成する分科会を設置して検討を進めているところである。 

先日の市長とのランチミーティングで、国保診療所の電子カルテの入れ替えが

近々に行われる予定との話があった。市立病院も数年後に電子カルテを入れ替え

る予定であることから、各々が個別に導入するのではなく統一したものを導入す

ることにより、情報共有や診療報酬の取り漏れの防止、システムにかかるコストダ

ウンといった点についての検討を始めようとしている。 

 

〇本部員 

市立病院の今年度下半期の収支は厳しい状況になっている。経営状況の改善に

ついて、これまで以上に取り組んでいく必要があると認識している。 

 

〇本部長 

今後も戦略本部会議で取組状況等を共有、進捗管理して取り組んでいきたい。 

 

〇経営改革担当部長 

学童保育の待機児童数が多いことは本市の大きな課題であることから、担当部

にとどまらず組織横断的な施策を展開すべきと考えている。スピード感を上げて

対応するためにも、関係する６部長（企画経営部・財務担当・総務部・経営改革担

当・子ども未来部・管理部）をメンバーに、都市経営会議の下部組織として検討会

を設置することを提案する。検討会の会長は企画経営部長にお願いし、次回の戦

略本部会議で検討結果を報告することができるように議論していきたい。 

 

〇本部員 

本市の重要課題であり、集中して検討を進めていく。 

 

〇本部員 

子ども未来部単独では解決し難い課題もある。よろしくお願いする。 

 

〇本部長 

対外的な情報発信の仕方などについても議論するようお願いする。 

 

 

■議題 4 その他 
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〇経営改革担当部長 

昨年１２月開催の議員総会資料で示していた「これからの政策について」のう

ち、「市内県立4高校との緊密な連携によるひとづくり・まちづくり」についての取

組状況を共有する。 

 

〇事務局 

業務改革推進課が関わった「宝塚北高等学校における探究学習の支援」につい

て共有する。先月 16日、データ利活用に興味がある生徒が来庁した。本市の人口

動態を市内地域ごとにグループ分けして、課題の発見とその解決方法について考

えてもらった。 

「これからの政策」の中には、市として取り組むにあたって担当部署が不明瞭な

場合や、明確であっても複数の部局にまたがる場合が発生すると思われる。政策

の実現を目指し、部局にとらわれない施策の実施につながればと考えて、本取組

を共有した。 

 

■その他意見 

⚫ (本部員) 来年度当初予算に計上しなかった事業については、12 月議会の

高齢者バス・タクシー運賃助成の見直しと同様、予算を確保していない案件

について議論してもらうことになる。予算要求段階での各部局での見直し

や、査定での削減・廃止等の判断があった事業については、議会への個別の

説明が必要と考える。また、行財政改革の 9 つの柱に加えて、現行の組織

体制を含め、市民サービスや事業の削減だけでなく内省の項目も必要では

ないか。 

⚫ (副本部長) 9つの柱はどれを取っても担当部単独で実現することは難しい

と思われるため担当部をリードしていく必要があると考えている。併せて、

組織横断的な取組を進めていくため、次長級の役割の検討を始めている。 

 また、本市においても民間企業や行政間での転職といった人材の流動化

が進んでいる。人材の流出を完全に防ぐことは困難だが、このまま続くよう

だと影響の大きい職場も出てくるだろう。人材の「材」は財産の「財」である

と考えて欲しい。 

⚫ (経営改革担当部長) 来年度当初予算に計上しなかった事業については庁

内照会を行なった上で一覧を作成する。当初予算書と併せて議会に提出し

たいと考えている。 

 

〇本部長 

今後取り組む行財政改革は単なるコスト削減ではないとする意識を持って欲し

い。皆さんが部下に話す時や議会説明において、どういう文脈で話すのか、単なる

コスト削減だとして伝わらないように心掛けることをお願いする。行財政改革とは

新しい時代に合わせて変えていくものである。 

 

 


